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　休日保育について
日曜日、祝日に仕事等の家庭の都合で子どもを保育することが出来ない場合、倉吉市のババール園での休日保育を利用することができるようになりました。

○実施場所　社会福祉法人敬仁会　ババール園（倉吉市山根425-3　電話　0858-26-0211）
○利用条件　現在保育園に通っており、日曜日、祝日に家庭で保育することができないこと
○利用可能時間　日曜日、祝日の午前７時～午後８時（年末年始は除く）
○利用料金　２，５００円／回

○利用手順　
【利用登録】　利用登録申請書を役場町民課まで提出してください。
（申請書は役場町民課にあります）
　　　   ↓

【聴き取り】　 ババール園で事前に聞き取りを受けてください。
（子どもの状況を把握したいため）

       ↓

【利用申込】　利用したい日の前日までにババール園に直接利用申込をしてください。
　　　 ↓

【利　　　用】　ババール園へ行ってください。昼食は弁当を持参してください。

　　　 ↓

【料金支払】　ババール園に料金の支払をしてください。

　　　　　　　
· 連 絡 先
【役場町民課】　０８５８－４３－３５０５　
【ババール園】  ０８５８－２６－０２１１
